
日医発第957号（保191）

平成23年1月18日

都道府県医師会長殿

日本医師会長
　　原　中　勝征

材料価格基準の一部改正等について

　平成22年12月28日付け厚生労働省告示第426号（以下、本告示という。）をもって材料価格

基準に新たな機能区分及び保険償還価格が設定され、平成23年1月1日より適用されました。

（添付資料1）

　本告示により設定された新たな機能区分及び保険償還価格に該当する医療機器につきまして

は、「医療機器の保険適用について」（平成22年12月28日付け保医発1228第2号）にて、区分

C1及びC2として保険適用されております。（平成23年1月18日付け日医発第958号（保192）

をご参照下さい。）

　また、新たな機能区分が設定されたことに伴い、平成22年12月28日付け保医発1228第1

号厚生労働省保険局医療課長通知（以下、本通知という。）により、診療報酬の算定に当たって

の留意事項を定めた「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成

22年3月5日保医発0305第1号）及び材料価格の算定に当たっての留意事項を定めた「特定保

険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（平成22年3月5日保医発0305第5号）

の一部が改正され、同じく平成23年1月1日から適用されております。（添付資料2「別添1」

及び「別添2」）

　なお、添付資料2のr別添2」にてr（38－2）固定用内副子（スクリュー）」の留意事項が追加

されておりますが、これは「機能区分060固定用内副子（スクリュー）（8）その他のスクリュー

②特殊型ア軟骨及び軟部組織用iスーチャーアンカー型（該当製品：FasT－Fixシステム
（スミス・アンド・ネフユーエンドスコピー株式会社））」に関する従前の算定方法を明確化した

ものであります。（平成22年12月28日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡（平成23年1月

18日付け日本医師会保険医療課事務連絡（保193））をご参照下さい。）

　つきましては、今般発出された告示・通知による改正内容について、貴会会員に周知くださる

ようお願い申し上げます。

　さらに、新たな機能区分が設定されたこと等に伴い、本通知により「特定保険医療材料の定義

について」（平成22年3月5日保医発0305第8号）の一部が改正され、同じく平成23年1月1
日から適用されております。（添付資料2「別添3」）

　本会において、今回の改正内容を添付資料3のとおり整理いたしましたので、ご参考までに添

付申し上げます。

　なお、今回の材料価格基準告示の改正部分に伴う実施上の留意事項等につきましては、日本医

師会雑誌3月号に掲載を予定しております。



（添付資料）

1．官報（平22．12．28第5466号抜粋）

2．「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

　　　（平22．12．28保医発1228第1号厚生労働省保険局医療課長通知）

3．新たに機能区分及び価格が設定された医療機器等（日本医師会保険医療課）
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保医発1228第1号．
’平成22年12月28目

地方厚隼（支）局’医療課長
都道府県民生主管部（局）

　国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管’部（局）

　後期高齢者医療・主管課（部）長

殿

齪醗鰭
厚生．労働省’保険局医療課

課罐塑墾

　　　　　　　　　　　　　　顧禰1

一…・・刀E1叢

r診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について’

　今般、特定保険医療材料及びその材料価格・（材料価格基準）（平成20年厚生労働省告　’
示第61号）の一部が平成22年厚生労働省告示第425号をも，づて改正され、平成23年1月
1目から適用することとされたごと’に伴い、下記の通知の一部を別添のとおり改正じ、

伺日から適用する’ごととするので、その取扱いに遺漏りないよう、貴管下の保険医療機’

、関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

記

別添1 　r診療報酬の算定方法のr部改正に伴う実施上の留意事項について上（平成22

一年3月5日保医発0305第1号）・の一部改正について

別添2・　「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（平成22年3

　　　月5日保医発6365第5号）’の一部改正について

別添3 　r特定保険医療材料の定義について」
の．一部改正について

（平成22年3月5白保医発0305第8号）



圃
r診療報酬の算定方済の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

　　（平成22年3月5日保医発P305第1号）の一部改正について

別添1σ）第2章第10部第1『 ﾟ第4款K259に次のように加える。
　　（3）　眼科用レーザ角膜手術装置に’より角膜切片を作成し・角膜移植術を行づ

　　　　た場合は、区分番号「K259」角膜移植術及び区分番号「K936－2メ
　　　　自動吻合器加算（1個）の所定点数を併せて算定する。

2　別添1の第2章第10部第1節第8款K617，に次のように加える・
　　　　（3）　下肢静脈瘤に対して、ダイオードレーザを用いて治療を行った場合ば・

　　　　　　区分番号rK　O　O6－4」皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術（一連につき）の「4」
　　　　　　長径6センチメートル以上の良性又は悪性皮膚腫瘍及び区分番号「k61
　　　　　　7」下肢静脈瘤手術のr1」抜去切除術の所定点数を併せて算定する。ただ
　　　　　　し、所定の研修を終了した医師が実施した場合に限り算定し・」側につき
　　　　　　1回に限り算定する．なお、当該手技仁伴づて実施される画像診断及び検

　　　　　　査の費用は所定点数に含まれる。



圃
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」

　（平成22年3月5目保医発0305第5号）の一部改正について

1　1の3の（38）の次に次のように加える。

　　（翻固定用内副子（スクリュー）
　　　　その他のスクリュー・特殊型・軟骨及び軟部組織用・スーチャーアンカ一型に

　　　ついては、1製品に複数のスーチャーアンカーを含む場合、使用したスーチャー

　　　アンカ》毎に算定できる。

2　1の3の（45）のヴ中r脊椎用」の下に「（1）」を加える・

．3　1の3に次のように加える。　・
　　（88）椎体形成用材料セット
　　　．ア当該材料を用いた手技に関する所定薇修を終了頃医師が使凧た駝
　　　　に限り算定できる。『
　　　イ　全身’麻酔にぶる脊椎除圧再建術、血管修復術等の緊急事態における対応を

　　　　行うことができる施設において使用すること。
　　　ク．椎体形成用材料セット．は、・回の手衛に対いセットを限度’として算定す一

　　　　る。
　　　．工　当該材料を使用した場合の手技料は、区分番号rK’134」椎間板摘出術
　　　　　2．後方摘出術を算定する。．．

　　（89）脊椎棘間留置材料
　　　ア　当該材料を用．いた手技に関する所定の研修を終了した医師が使用した場合
　　　　．にシ限り算定できる。・

　　．イー脊椎棘間留置材料は、’1回の手術に対し2個を限度として算定する．

　　　ウ　当該材料を使用した場合の手技料は、区分番号「K134」椎間板掃出術
　　　　　4　経皮的髄核摘出術を算定する。

4　・（別紙）057の11）中r骨盤側材料1臼蓋形成用カップ（1）」の下に．「・標準型。」・

　を加え、向（1）の次に次のように加え否・

　　（1－2）骨盤側材料・臼蓋形成用カヅプ（1）・・特殊型　　　人工股関節HA－1－2

5　　（別紙）05マの（6），中r大腿骨側材料・大腿骨ステ．ムヘッド」の下に．r・大腿骨ステ

　ムペッド・（1）」をカロえ、同（6）の’次に次のように加える・

　　（6－2）←大腿骨側材料・大腿骨ステム今ッド・大腿骨ステムヘッド（H）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人工股関節HF・一6・」2

6　（別紙）078に次のように加える9
　　（16）．特殊型　　　　　　，．　　　　　．　　　　　　　　人工骨？A　B－2’0

’．7　（別紙）079の（3）中，r脊椎用」の下に1（1）」を加え・伺079に次のように加える。

　　（4）脊椎用（II）　　・　　　　　　　　　　　　　　セメント・F11－d’



圃
r特定保険医療材料の定義について」（平成22年3月5目

　　　保医発0305第8号）の一部改正について

、別表のHの・57の（2）中r骨盤側材料（5区分）・」を一’r骨盤側材料（6区分）」に・．「大

腿骨側材料（5区分）」を「大腿骨側材料（『6区分）」に、「合計11匿分」を「合計13

　区分」に改める。　　一　　　　　●

2　別表の皿の057の（3）の①中「骨盤側材料・臼葦形成用一カップ（1）」の下に．「・標、

準型」を加え、同①に次のように加える。

　　　　エ　②に該当しないこ≧。

3　別表のHの057の（31の⑪を⑬とし、⑩中「⑧及び⑨」を「⑨から⑪まで」に改め、

⑩を⑫とし」⑨中r⑧及び⑩」をr⑨、⑩及び⑫」に改め・⑨を⑪とし・⑧中「大腿
骨側材料・大腿骨ステムヘッド」の下にr（1、）」を加え・「⑨及㈹」を、「璽から⑫

までfに改め、⑧を⑨とし、⑨の次に次のように加える・
　　　⑩大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド（．II）

　　　　　次のいずれに・も該当すること。
　　　　ア　股関節の機能を代替するために大腿骨ステムと組み合わせて使用するも．

　　　　　の’であること。
　　　　イ　摩耗粉を軽減するための以下の加工等が施されているものであって・そ
　　　　　の趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。
　　　　　　材質が表面酸化処理ジル．コニウム合金である．こと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
4　別表のEの057の（3）中⑦を⇔とし、⑥を⑦とし、⑤を⑥とし・④中「⑤」を「⑥」に改

　め、④を⑤とし、③塗④とし・②を③とし・①の次に次のよう19加える・

　　　②骨盤側材料・臼董形成用カップ（1）・特殊型’

　　　　　次のいずれにも該当すること。
　　　　’ア　股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カップ（再

　　　　　置換用を含む。）であること。
　　　　イ　再建用臼蓋形成カップに該当しないこと91
　　　　　ヴ　固定方法が直接固定であること。．
　　　　工　骨どの固定力を強化するため吟以下の加工等が施されているものであっ
　　　　　　て、その趣旨が薬事法承認事項又は認許事項！こ明記さ為てレ）ること・

　　　　　　　ポ．一ラス状のタンタルによる表面加工

5　別表の1【の078の（2）を次のよう・に改める。，

　　（2）機能区分の考え方　1、　　』’二’
　　　　構造、使用目的及び使角部位により、汎用型’（6区分）、専用型（9区分！

　　　及び特殊型（1・区分）の合計16区分1；区分する・

6　別表みHの078の（3｝の⑬に次のように加える？



ウ　⑯に該当しないこと。

7　別表のHの078の（3）の⑭のイ中r⑬」をr⑬及び⑯」．に改める。

8・別表のHの078の（3）に次めように加える。

　　　⑯　特殊型
　　　　　次・のいずれにも該当・すること。

　　　　ア　骨盤に生じた骨欠損部を補修又は補填することを自的とした人工骨イン
　　　　　プラントであること。
　　　　イ　人工股関節置換術（再置換術を含む。）の際に使用する材料であること．
　　　　ウ　材質がチタニウム合金であること。

9別豪明の・79の（2）中r頭蓋骨用」をr頭蓋昏用（・区分）」に、r人工1関節固定用」

を丁人工関節固定用（1区分）」！こ、「脊椎用」を「脊椎用（2区分）」に、「合計3
、区令」を「合計4区分」に改める。

10別表のHの079の（3）の③中「脊柳」の下にr（1）」を・r有痛性椎体骨折」の下に
　「その他椎体骨折」を加える。

11別表のHの．079の（3）に次のよ．うに加える。

　　　④脊椎用（’H）
　　　　　次のいずれにも該当することピ．

　　　　ア・・原発性骨粗鬆症による椎体骨折に対する経皮的椎体形成術に9み使用す
　　　　　るものであるζと。
　　　　イ　成分が粉末（メタクリル酸メチル重合体等を主成分）’．と液体（メタクリ

　　　　　ル酸メチルを羊成分）1導よづて構成されること。

12・別表（DIIの，133の（1），中「血管内血栓異物除去甫留置カテーテル．（2区分）」をr血

　管内血栓異物除去用留置殉テーテル（’8匿分）」に、r合計39区分」をr合計40区分」
　に改める。．．

13・別表のEの133の（8）の①を次めように改・める。‘
D

　　　①』定義．
　　　　　薬事法承認又1ま認証上、類別が「機械器具．（51）医療用噛管及び体液誘導
　　　　管」であって・・一般的名称．がr中心循環系塞栓除去用カテーテル」、．r中1心循『

　　　　環系血管処置用チ’ユーブ及びカテーテル」文はr中心循環系塞栓捕捉用カテ
　　　　ーテル」もあるこ’と。

14’ ﾊ表のHの・33の（8）の②中’r畷動を・r一般型・（・区分）．」に、r頸動脈用スチン1

謝欝る囲脈用スチン1併用型（2摩分鵬1合計2鴎」．を・「合靴3・

15別表一のIIΦ133の（8）の③のアのiを次のように改める。



1　血管内の血栓、異物除去又は血栓溶解等を目的として、一時的に血管
内に留置するバスケットフィルターを持つカテーテルであること。

16別表の∬の133の（8）の③のイ中r頸動脈用ステント併用型」の下に「・フィルター

　型」を加える。

17　別表のHの133の（8）の③に次のように抑える。

　　　　ウ　頸動脈用ステント併用型・バルーン型
　　　　　　i　頸動脈用ステント留置手技中に飛散する血栓及び異物の捕捉を目的と
　　　　　　して、．頸動脈用ステント留置術に際し、留置前に病変の遠位部に一時的
　　　　　　に留置するバルーン．を持つカテーテルと、捕捉’した血栓及び異物を吸引．

　　　　　　するための吸引カテーテルを含む付属品の組み合わせであること。
　　　　　五　血管内手術用カテーテル（16）頸動脈用ステントセットと併用するも

　　　　　　のであること。

18　別表のHの133の（12）の③の出を次のように改め1る。

　　　　エ．コイル・水圧式・ワイヤー式デタッチャブル型

　　　　　　次のいずれかであること。
　　　　　　i’水圧によりデリバリーチゴーブから離脱させるコイルであること。
　　　　　　五　デリバリーチュ」ブ内でコイルを保持しているリリースワイヤーを操．・

　　　　　　作することにより、デリバリーチューブ塑ら離脱させ．るコイルであるこ

　　　　　　　と6

19別表のIIに次のように加える。
　164　椎体形成用材料セット

　　　定義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　　　次の一いずれにも該当すること。
　　（1）薬事法承認又は認証上、類別が．r機械器具（58）・整形用機械器具」であって・

　　　一般的名称がr単回使用椎体用矯正器具」であること。
　　（2）脊椎骨折に対し、－’骨折椎体を形成するために用いるバル「ン及びそり付属品

　　　であるごと（針｛圧力計づきシリンジ等を含む）1

165　脊椎棘間留置材料

　　定義
　　次のいずれにも該当すること。
　（n　薬事法承認又は認証上’、類別r機械器具．（4）歴形用品上であ？て・一般的

　　、名称が「単回使用棘間留置器具」であること。
　（2）脊柱管狭窄症患者の腰背部痛及び下肢痛緩和のため、棘突起間に留置するも
　　のであ．るごと。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考）
r診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項にづいて」一（平成22年2月5目保医発・2・5第・号）の一部改正について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（傍線の部分は改正部分）

改　正後
別添1・

　　　　　　　　　医科診療報酬点数表に関する事項

第2章．特掲診療料

第10部　手術

　第1節手術料
　第4款一眼・　一死

　　K259、角月莫移植術
　　　（1）～（2）曙（略）

　　　（3）　眼斗用レ」ザ　月手術図　により　膜七片を作成し角膜　植

　　　　　術を行ったAは区∠　　rK259　月　　1・’び∠＼
・’

窒j936－2　自動吻ム・口加　　1　　の一定点　を一せて

塾’第8款心・脈管

　K617　下肢静脈瘤手術
　　（工）～（2）、

　　（3）　下　”甦に対してダイオードレーザを用いて治療を行うた

　　　　　ムは’区∠　・rK　O　O－6－4　　　腫　　7灘　　　術　一
・’ ｱづき）の「4長径6センチメートル2上の良性又は悪性

腫’　び区∠　　　「K617、 静’手！ドの「1去七除術
の］ 闢_・を　せて　定　る　ただし　一定の研修を、了した医

師が実施した日Aに限り　定し　一側につき1回に限り　定す
る一 ﾈお　当該亀　に’って　施される画．診断び査の’用

現 行

別添1臨

　　　　　　　　　医科診療報酬点数表に関する事項

第2章　特掲診療料、．

第1q部　手術

　第1節　手術料

　第4款眼
　　K259　角膜移植術
　　　（1）～（2）　（略）

第・8款心1脈管

　K617　下肢静脈瘤手術
　，（1）ん（2）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考）

r特定保険医療材料の材料価格算定に関す’る留意事項について」，（平成22年3月5日保医発0305第5号）の一部改正について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（傍線の部分は改正部分）

　方法告示」という。）別表第一医科診療報酬点数表に関する事項

　’に係る取扱い

　　　その也㊤スクリュー・　型・愚び立組織用・スーチャーアン

　　　　　　　　　　　　　　改　正　後
・1’ f療報酬の算定方法！平成2Q年厚生労働省告示第59号）（以下「算定

3　在宅医療ゐ部以外め部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。），

　　カー型にづいては1，品に’のヌーチャーアンカーをむ合・使

用したスーチャーアンカー屠に　定でき至

㈲骨セメント
ア～イ』’ i略）’‘

ウ　脊椎用＿遇し

　　a～c　　（略）．

ア　当該オミを　いた手　に関　る一定の研修を終了した　師が使用

イ甲　身麻酔による脊佳除圧再建術血　修！術　の、急事態における

・応を行いことができる施彰において｛用　ること

f　多　用オ料セ・トは　1回の手術に・し1セ・トを限度としで

土鶴を使用した合の手料亭ま騰号rk134間木

術　2オ｛方一出術を定る

ア　当該オ料を用いた手技に目する一定の　修を、了，した医師が使用
㈲　…　束　　　材”

イ　…佳　削留　オ’こは　1回の手術に・し2　を限　として　定す

ウ　当該材料を使用した場ムの手　’は　区△番号rK134　佳蹴

摘出術・4 的強　摘　術を　定　る

現 行

方法告示」という。）別表第r医科診療報酬点数表に関する事項

3　在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）

　に係る取扱い

1　診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）（以下「算定

㈲骨セメント
ア～イ　　（略）　’

ウ　脊椎用、

　　．a～c　　　（田各）



（参考）

’r特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」　（平成22年8月5’日保医癸0305第5号）　（別紙）の一部改正について

（傍線0）部分は改正部分）

改　　正　　後
（別紙）

現 行

（別紙） 、　　　　ノ

告示名
略称曙 告示名 略称

057人工股関節用材料

@　　　　　　　　　　2　5　　　　　　　　　　　　縛り 人工股関姉HA－1

057人工股関節用材料

@1　　　　1　　　　　　菱 人工股関節HA－1
1　　　　1　　　　　　　　　　　　　　1

舅　力“プ1 H　A－1一1一

i2）骨塾側材料・臼蓋形成用カップ（nガ

i2－2う　骨盤側材料・カップ・ライナー一体型（∬）

i3）骨盤側材料・ライナー（1）

i3r2）骨盤側材料・ライナー（皿）

i4）大腿骨側材料・大腿骨ステム（1）

i5）大腿骨側材料・大腿骨ステム（ロ）

@　　　　　　　　　　　スームヘ“ψ・’　　スームヘ“’ 　　　　　　　　■P

人工股関節HA－2

l工股関節HA－2－2

l工股関節HA－3

l工膣関節HA－3－2

l工股関節HF－4

l工股関節HF－5

l工股藺節HF－6

（2）骨盤側材料・臼蓋形成用カップ，（n）

i2－2）骨盤側材料・カップ・ライナー一体型（n）

i3）骨盤側材料・ライナー（1）

P（3－2）骨盤側材料・ライナー（皿）

i4）大腿骨側材料・大腿骨ステム（【）

i5）大腿骨側材料・木腿骨ステム（H）

U　　　　1　　　泌スームヘ“’

人工股関節HA－2

l工股関節HA－2－2

l工股関節HA－3

l工股関節HA－3－2

l工股間節HF－4

l工股関節HF－5

l工股関節臼F－6
6　　　　　　1

U－2　　　　1一　　　　　スームヘ““・　　’スームヘ“ ’　n H→一■一

（7）大腿骨側材料・人工骨頭用・モノポ｝ラカップ

i8）大腿醐欄・人工骨頓用』バイポーラカップ

i9）単純人工骨頭

人工股関節HM－7

l工股関節H．B，一8…

l工股関節HE－9

（7）大腿骨側材料・人工骨頭用・モノポーラカップ

i8）大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラカラプ

i9）単純人工骨頭

人工股関節HM－7

l工股関節HB－8

l工股関節HE－9

078人工骨

@（1）～（15）（略）

一

078人工骨

@（1）～（15）　（略）

079竹箸メント

@（1）頭蓋骨用

@（2）A工関節固定用

セメント・F11－a

Zメント・F11・一b

Zメント・F11－c

079骨セメント

@（1）頭蓋骨用

@（2）頭蓋骨用以外一

セメント・F11－a

Zメント・F11－b

Zメント・F11－c

一 セ　　ン　　　　　　一

騰皿

1，



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考）

r特定保険犀療材料の定義について」（平成22年3月5目保犀発0305第8号）の一部改正について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（傍線の部分は改正部分）

改　正　後

（別表），

H　医科点数表の第2章第3部、第4部、，第6部、第9部、第10部及び第11

　部に規定する特定保険医療材料（フィルム1を除く。）及びその材料価格

057　人工股関節用材料

　（1）　（略）

　（2）機能区分の考え方
　　　人工股関節は、骨盤側材料又は大腿骨側材料に大別し、次に規定する

　　固定方法、使用・目的及び構造によ．りそれぞれ骨盤側材料（旦区令）、大

　　腿骨側材料（旦区分）及び単純人工骨頭（1区分）の合計旦区分に区

　　分する。．

　　①〈略）甲一．　・　叫　　，　＿
　（3），機能区分の定義

　　①　骨盤側材料・臼蓋形成用カップ（1）’⊥1璽髪型・

　　　　次のいずれにも該当すること1．

　　　ア乍ウ　　（略）

　　2・　　側オ…　臼蓋形　用力・プー1，・特　型

．迭一一ア の｛能をヤ　　るために愚　偵に使用する臼蓋形　用力・

プ（再　　用を　む　）、であること

イ　再建用臼蓋形　カトプに該当しないこと

定方法が 定であること．

　であってその趣ヒが’事法　認　　又は認証事項に日記されてい

・脳一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

工　　　との　定力を強ヒ　るための身下の加工　が施されている　の

現 行

（別表）

　ヨ

耳　医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11

　部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価格

057　人工股関節用材料

　（1）　（略）－

　（2）機能区分の考え方

　　　人工股関節は、骨盤側材料又は大腿骨側材料に大別し、次に規定する

　　固定方法、使用目的及び構造によりそれぞれ骨盤側材料（互区分）、大

　　腿骨側材料（互区分）及び単純人工骨頭（1区分）の合計．⊥L区分に区

　　分する。

　　①　　（略）一一

　（3）機能区分ρ定義、

　　①　骨盤側材料・臼蓋形成用カップー（1）

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　’ア～ウー（略）



　　　ポーヲス’めタシタルによる表面加工

③骨盤側材料●臼蓋形成用カヅ，（琴），

　　次のいずれにも該当すること。

　ナんウ，（略）

＠、骨盤側材料・カップ・ライナー一体型（n）

　　次のいずれにも該当すること。、

　ア～ウ　（略）

⑤　骨盤側材料・・ライナー，（1）一

　　次のいずれにも該当すること。’

　ア㌣イ　　（略）

　ウ　⑥に該当’しな1いこと。

⑥．骨盤側材料・ライナー（口）

　　次のいずれにも該当すること。

』ア～ウー（略）・

⑦・大腿骨側材料・大腿骨ステム，（1）

　　次めいずれにも該当すること。・

　ア～イ　　（略）一

③，，大腿骨側材料・大腿骨ステム（n）

　　，次のいずれにも該当すること。

』ア～イ　　（略）

⑨　大腿骨側材料．・大腿骨ス・テムヘッド」主L

　　．次紛いずれにも該当すること。・

　ア、，（略）

　イ・膿に該当レないこと。』
o　大腿患側オ・’・大腿愚ステムヘッド　立

，迭一一．ア　月関節の　旨を　　　るために大腿畠ステムと沮みAわせて使用

』イ 耗　を るための£　の加工　が施されている・のであっ，

て、その趣ヒが’事法承詔事　又は認妻事　に明記されていること

②　骨撃側材料・，臼蓋形成用カップ（11）

　　次りいずれにも該当すること。一

　ア㌣ウ　（略）

⑧一骨盤側材料・カップ・．ライナー一体型（H）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ　’（略）

④　骨盤側材料・ライナー（1）

　　次のいずれにも該当するζと。

　ア～イ1（略）

　ウ　⑤に該当しないこと。

⑤　骨盤側材料・ライナや（皿）

　　’次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ　（略）

⑥　大腿骨側材料・大腿骨ステム（1）

　　次のし、ずれにも該当すること。

　ア～イ　　（略）

⑦　大腿骨側材料・大腿骨ステム（H）

　　次のいずれにも該当すること。～

　アんイ　（略）．

⑧・大腿骨側材料・大胆骨ステムヘッド・

　　次のいずれにも該当すること。

　ア　（略）

　イ・魎に該当しないこと。



が表面　ヒ処理ジルコニ　ムA金であるこ・と

⑪　大腿脅側材料・人工骨頭用・モノポ」ラカップ

　　次のいずれにも該当すること。　　，　　　．　　．

　ア　　（略）

　イ　．⑨、一⑩及び⑫に該当しないこと。

⑫　大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラカヅプ

　　次のいずれ1とも該当すること。

　ア．　（略）

　イ、謹に該当しないこと。　　　　　　　　　　　　一辱’・

⑬単純人工骨頭
　　人工骨頭挿入術に用いる専用ステムであって、ネテムとステムヘッ

　ド部が］体となっており、分離不能な構造となっているものであるこ

　と。

078人工骨
　（1）　（略）

　（2）機能区分の考え方

　　　構造、使用目的及び使用部位1ごより、汎用型（6区分）」専眉型（9、

　　区分）一L9合計蝉分に区分する』
　（3）機能区分の定義

　　①～⑫　　（略プ

　　⑬　専用型・骨盤用く腸骨稜用）

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～イ　1（略）

　　⑭専用型・骨盤用（そρ他）

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　．ア　（略）

　　　イ　⑬毅⑯に該当しない・こと。・．

　　⑮・（略）

⑨　大鬼骨側材料・人工骨頭用・モノポーラカップ

　　次のいずれにも該当すること。

　ア　（略ン　　　　　　　，、

　イ　．⑧及び⑩に該当しないこと。

⑲レ大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラカップ

　　次のいずれにも該当すること。

　ア　，（略）

　イ　鰹⑨に該当しないこと。一
＝⑪　単純人工骨頭

　　人工骨頭挿入術に用いる専用ステムであって、ステムとステムヘッ

　ド部が一体となっており、分離不能な構造となっているものであるこ

　と。　　　・

甲073

　（1）

　（2）

　人工骨

　　（略）

　機能区分の考え方
　一構造、使用目的及び使用部位により、汎用型（6区分）及斐専用型（9

　区分）の合計亙区分に区分する。

①～⑫　（略）

⑬　専用型・骨盤用（腸骨稜用）

　　次の》・ずれにも該当すること。

　ア～イ　　（略）

（3）機能区分の定義

⑭　専用型・骨盤用（その他）

　・次のいずれにも該当すること。

　ア　　（略）、

　イ　⑬に該当しないこと。

⑮　　（略）・



鯉　　逐一』　，，　・　　．・
　アー盤に生じた愚欠　。を’修又は補上することを目的とした人工

愚インプラントであるごと

イ 工 術再　　術を△む　　の際に更するオ料であ

一亙些一一

ウ　オ　がチタニ　ム合金であること

079，骨セメント

　届　　（略）

　（2）機能区分の考え方　　、、

　　．使用部位により、頭蓋骨用製一1人工関節固定用」遡」及

　　び脊椎用」鐵しの合計巫分に区外う・
　（3）機能区分め定義．

　　①～②　（略）

　　③」脊椎用＿⊆L≧

　　　　次φいずれにも該当することP

　　　ア・悪性脊椎腫瘍によ，る有痛性椎体骨折幽杢宜近に対する経皮’

　　　　的椎体形成術に使用するものであること。

　　』イ　」”（略）

　　，4”…佳用（H）

　　　コ のい　れに　該当．1るこ．と

　　　ア　・・性愚’墜症による　本　折に・　る経　的　，　多，術にのみ

イ △が始末　メタクリル酸メチル　A本　を主’△　と字体　メ

タクリル酸メ．チルを主∠）によって構　されること

133　血管内手術用カテーテル

　（1）血管内手術用カテーテルの機能区分の考え方

　　術式により、経皮的脳血管形成術用カテーテル・（2区分）、、末梢血管用

079骨セメント
　（1）　（略）

』（2）機能区分り考え方・

　　　使用部位によ，り、頭蓋骨用、人工関節固定用及び脊椎用の合計3区分

　　に区分するq

」（3）機能区分の定義

　、①～②　（略）

　　③』脊椎用

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア　悪性脊椎腫瘍による有痛性椎体骨折に対する経皮的椎体形成術に

　　　　使用するものであること。

　　　イ　　（略）

’133　血管’内手術用カテーテル

　，（1）卑管内手術用カテーテルの機能区分の考え方

　　術式により、経皮的脳血管形成術用カテーテル（2区分） 、末梢血管用



ステント乍ツト（1匿分）・P　TAバルーンカテーテル（7区分）・下

大静脈留置フィノレターセジト（1区分）、冠動脈灌流用カテーテル（手

区分）、オクリユLジョンカテーテル（2区分）、血管内血栓異物除去

用留置痢テーテル（旦区分）、血管内異物除去用カテーテル（2区分）・

血栓除去用カテーテル（6区分）、塞栓用バルーン（2区分）、塞栓用

　コイル（7区分）、汎用型圧測定用プローブ（1・区分）1連続心拍出量

測定用カテーテル（1区分）・静肺弁カッター（2区分）・頸動脈用ス

　テントセヅト（1区分）及び狭窄部員通用カテーテル（1区分）の合計

40区分に区分する。　　　　　　　、

（2）～（7）　　（略）

（8）血管内血栓異物除去用留置カテーテノセ

①　定義
　　　薬事法承認又は認証上、類別がr機械器具（51）医療用嗜管及び体

　液誘導管」でおって、一眼的名称が「中心循環系塞栓除去用カテーテ

　ル」』r中心指環系血管処置用チ4一ブ及びカデーテル」魍

　一しであろこと・

，②・機能区分の考え方

　　構造、機能及び使用目的により、一般型」遡L及び頸動脈用ス

　テント併用型＿Ω蛾しの合計旦区分に区分する。

③　機能区分の定義

　ア　一般型

　　　次りいずれにも該当すること。

　　i　血管内の血栓、．異物除去又は血栓溶解等を目的として、一時的

　　　戯留置するバスケットフィルタ｝を持つカテーテルであ

　　　ること。

　　五　・（略）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，．

　イ　頸動脈用ステント併用型二』乙世二型

ステントセット（1区分）、P　TAバルーンカテーテル（7区分）、下

大静脈留置フィルターセット（1区分）、冠動脈灌流用カテーテル（1

区分）、オクリュージョンカテーテル（2区分）、血管内血栓異物除去

用留置カテーテル（2区分）、血管内異物除去用カテーテル（2区分）、、

血栓除去用カテーテル（6区分）、塞栓用バルーン（2区分）、塞栓用

　コイル．（7・区分）、汎用型圧測定用プローブ（1区分）、連続心拍出量

，測定用カテーテル（1区分）、静脈弁カッター（2区分）、頸動脈用ス

　テントセット（1区分）及び狭窄部貫通用カテーテル（1区分）の合計

39区分に区分する。

（2）～（7）　（略）

（8）血管内血栓異物除去用留置カテーテル

①　定義

　エ薬事法承認又は認証上、類別がr機械器具（51）医療用噛管及び

　　　体液誘導管」であって、一般的名称が「中心循環系塞栓除去用カテ

　　　ーテル」又は「中心循環系血管処置用チューブ及びカテーテル∫で

　　　’あること。

　　イ　浮遊血栓、血止等の血　内　物を捕足又は除去することを目的に、

」時的に血　内に留置するバスケット空テーテルであること

②　機能区分の考え方

　　構造、機能及び使用目的により、一般型及び頸動脈用ステント併用

型の合計2区分に区分する。

③　機能区分の定義

　ア　一般型“

　　　次のいずれにも該当すること6

　　i　血管内の血栓、異物除去又は血栓溶解等を目的として留置する

　　　バスケットフィルターを持つカテーテルであること。

　五　（略）

イ　頸動脈用ステント併用型



i～ii

頸’

（略）

用ステント 用型・バルーン型

，
－

頸動’用ステント留　手　中に鏑散する血合　び　物の　捉を

立岳に一時的に

的として　∫ 用ステント　　オーに　’し 前1こ病・の出

るバルーンを持つカテrテルと 足した

栓　び　　を趨 るためのロ’ Pカテ｝テルを　む付　品の組

五血内手術用カテーテル16頸斥用ステントセットと，用’

（9）～（11）、（略）・　　”　　　げ．＝　一．・　覧

（12）塞栓用コイル

①～②∵（略）・

③　機能区分の定義

　ア～ウ　・（略）

　エコイ！レ・水圧式，．ワイヤー式デタツチヤブル型

　　　一一，，
　　．⊥　水圧によりデ’リ．バyLチヂーブから離脱させるコイルであるこ

　　　と。

　　　廿　デリバリーチューブ丙でコイルを持しているリリースワイヤ，

一を るごとにより　デリバリーチューグから脱させるコ

・イノレであること輻

　オ～キ’（略）

（13）～（17）　（略〉

　　　定義　　　　　，

一．迭一（1）’ 認又は認証上 lJが下 口　　58　整形用　　口口

であって　」ル的　称がr単回使用　　用　正 一であること、

（2γ し対に 一を形 　　　　　　　ノド　コ
るために用いるバルーン ・びそ

i～廿　（略）

（9）～（11）　（略）

・（吻　塞栓用コイル

①～②　（㈲

　③　機能区分の定義

　．ア痘ウ　（略）

　　エ　コイル・水圧式デタッチャブル型

　　　　水圧によりデリバリーチ辛一ブから離脱させるコイルであるこ

　　　と。

　オ～キ　（略）

（13）～（17）　（略）



の付墨筆ること針涯力計つきシリンジ’をむ

麟
’（1）’事法承認又は認証上、　別「械器具（4）整形用品1であって

一般的名称が「単回使用

（2）脊柱　　崩症患者の月 章痛及び工肢痛緩和のため

日　器　　であること

起犀に留



新たに機能区分及び価格が設定された医療機器等

1．　①人工股関節用材料〔骨盤側材料（臼蓋形成用カップ（1）特殊型）〕

　　　　【販売名】トラベキュラーメタル　モジュラー寛骨臼システム（ジンマー株式会社）

　　　　【保険償還価格】199，000円

②人工股関節用材料〔大腿骨側材料（大腿骨ステムヘッド（皿））〕

　【販売名】オキシニウムフェモラルヘッド
　　　　　　（スミス・アンド・ネフユーオーソペディックス株式会社）

　【保険償還価格】125，000円

（製品の概要）

　　①は、人工股関節置換術の際に、股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋シェル（カップ）

　である。耐酸性・耐食性のあるタンタルを用いた直接固定のための特殊表面処理によって、骨盤側が立体

　的な構造を有している。これによって、カップ表面への骨組織の内部成長を促進するとともに、弾性係数

　が低いことによって、負荷のかかる生体骨の温存が期待できる。

　　②は、人工股関節全置換術において、大腿骨ステムと組み合わせて使用するインプラントである。本品

　は成分を表面酸化処理ジルコニウム合金（オキシニウム）とすることで、耐摩耗性は既存製品より低下さ

せることなく既存品より強度を増した。この改良によりライナーの摩耗を減らすことが期待される。

○平成22年12月28日　厚生労働省告示第426号（平成23年1月1日適用）

材料価格基準（告示）

（別表）

皿　医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料（フ

　ィルムを除く。）及びその材料価格

057 人工股関節用材料

（1）　骨盤側材料

　　　①臼蓋形成用カップ（1）

璽　　　　イ　特殊型

165，000円

199000円

（2）

②～⑤　　（略）

大腿骨側材料

①大腿骨ステム（1）
②　大腿骨ステム（皿）

③大腿骨ステムヘッド
　ア　大腿骨ステムヘッド（1）

イ　大腿骨ステムヘッド（皿）

557，000円

398，000円

111，000円

125000円

（※改正箇所下線部）

○平成22年12月28日　保医発1228第1号（平成23年1月1日適用）

材料価格算定の留意事項（通知）

平成22年3月5日付け保医発0305第5号の（別紙）を次のように改める。

告示名 略称

057　人工股関節用材料

@（1）骨盤側材料・臼蓋形成用カップ（1）・標準型

@（1－2）骨盤側材料・臼蓋形成用カップ （1）・特　型

人工股関節HA－1

l工股　節HA－1－2
（2）～（5）　（略）

i6）大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド・大腿骨ステムヘッド（1）

（6－2）大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッ ド・大腿骨ステムヘッド（皿）

人工股関節HF－6

l工股関節HF－6－2
（以下略）

（※改正箇所下線部）

1



○平成22年12月28日　保医発1228第1号（平成23年1月1日適用）

特定保険医療材料の定義（通知）

平成22年3月5日付け保医発0305第8号の（別表）皿の057を以下のように改める。

057　人工股関節用材料
　（1）　（略）

　（2）　機能区分の考え方

　　　人工股関節は、骨盤側材料又は大腿骨側材料に大別し、次に規定する固定方法、使用目的及び構造に

　　よりそれぞれ骨盤側材料（6区分）、大腿骨側材料（6区分）及び単純人工骨頭（1区分）の合計13区
　　分に区分する。
　　①　　（略）

　（3）　機能区分の定義

　　①　骨盤側材料・臼蓋形成用カップ（1）一二壁型
　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～ウ　　（略）

　　2　骨盤側材料・臼蓋形成用カップ（1）・特殊型
　　　　次のいずれにも該当すること

　　　ア　股関節の機能を代替するために呂盤側に使用する臼蓋形成用カップ（再　換用を△む　）である

⊥イ　再建用臼蓋形成カップに該当しないこと

工　呂との　定力を強ヒするための以下の加工等が施されているものであって、その趣ヒが’事法承

認事項又は認証事項に明記されていること

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ　　（略）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ　　（略）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～イ　　（略）

　ウ　⑥に該当しないこと。

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ　（略）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～イ　　（略）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～イ　　（略）

　　次のいずれにも該当すること。
　ア　　（略）

　イ　⑩幽に該当しないこと。
o　大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド（皿）

③　骨盤側材料・臼蓋形成用カップ（皿）

④　骨盤側材料・カップ・ライナー一体型（皿）

⑤　骨盤側材料・ライナー（1）

⑥　骨盤側材料・ライナー（皿）

⑦　大腿骨側材料・大腿骨ステム（1）

⑧　大腿骨側材料・大腿骨ステム（皿）

⑨　大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド（1）

次のいずれにも該当すること

ア　股関節の機能を代　するために大腿骨ステムと組み合わせて使用するものであること

イ　摩耗　を軽減するための以下の加工等が施されているものであって　その趣巳が’事法承認事項

又は認証事項に明記されていること

材質が表面酸化処理ジルコニウム合金であること。

一2一



⑪　大腿骨側材料・人工骨頭用・モノポーラカップ

　　次のいずれにも該当すること。
　ア　　（略）

　イ　⑨L．⑩及び⑫に該当しないこと。

⑫　大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラカップ

　　次のいずれにも該当すること。
　ア　　（略）

　イ　⑨幽に該当しないこと。
⑬単純人工骨頭
　　人工骨頭挿入術に用いる専用ステムであって、ステムとステムヘッド部が一体となっており、分離

　不能な構造となっているものであること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※改正箇所下線部）

2．人工骨（特殊型）

　　【販売名】リジェネレックスポーラスヒップシステム（バイオメット・ジャパン株式会社）

　　【保険償還価格】195，000円

（製品の概要）

　　本品は、人工股関節置換術の際、骨盤の寛骨臼に生じた骨欠損部を補填するオーギュメントであり、臼

　蓋形成用カップと組み合わせて使用する。既存の方法では、腸骨から移植用の自家骨を切り出し、その自

　家骨で欠損部を補填する必要があったが、本製品を用いることで移植骨を切り出す必要がなく、手術を低

侵襲に行うことができると予想される。

○平成22年12月28日　厚生労働省告示第426号（平成23年1月1日適用）

材料価格基準（告示）

（別表）

皿 医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料（フ

イルムを除く。）及びその材料価格

078　人工骨
（1）　汎用型

①～②　（略）

（2）専用型

①～⑦　（略）

（3）特殊型 195000円

（※改正箇所下線部）

○平成22年12月28日　保医発1228第1号（平成23年1月1日適用）

材料価格算定の留意事項（通知）

平成22年3月5日付け保医発0305第5号の（別紙）を次のように改める。

告示名 略称

078　人工骨

@（1）～（15）　（略）

人工息・AB－20
（以下略）

（※改正箇所下線部）

一3一



○平成22年12月28日　保医発1228第1号（平成23年1月1日適用）

特定保険医療材料の定義（通知）

平成22年3月5日付け保医発0305第8号の（別表）皿の078を以下のように改める。

078　人工骨
　（1）　（略）

　（2）　機能区分の考え方

　　　構造、使用目的及び使用部位により、汎用型（6区分）、専用型（9区分）及び特殊型（1区分）の

　　合計16区分に区分する。
　（3）　機能区分の定義

　　①～⑫　　（略）

　　⑬　専用型・骨盤用（腸骨稜用）

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～イ　　（略）

　　⑭　専用型・骨盤用（その他）

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア　　（略）

　　　イ　⑬毅⑯に該当しないこと。
　　⑮　　（略）

　　　　次のいずれにも該当すること

　　　ア　骨盤に生じた且欠損部を補修又は補填することを目的とした人工骨インプラントであること

イ　人工股関節置換術（再置換術を△む　）の際に使用する材料であること

ウ　材質がチタニウム合金であること
（※改正箇所下線部）

3．血管内手術用カテーテル〔血管内血栓異物除去用留置カテーテル　頸動脈用ステント併用型（バルーン型）〕

　　【販売名】ガードワイヤ・プロテクションシステム（日本メドトロニッタ株式会社）

　　【保険償還価格】188，900円

（製品の概要）

　　本品は、頸動脈ステント留置術を行う際に、塞栓物質を捕捉するため一時的に留置する動脈閉塞のため

　のバルーンカテーテル及び捕捉した塞栓物質を吸引除去するための吸引カテーテルである。

○平成22年12月28日　厚生労働省告示第426号（平成23年1月1日適用）

材料価格基準（告示）

（別表）

皿 医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料（フ

イルムを除く。）及びその材料価格

133　血管内手術用カテーテル
（1）～（6）　（略）

（7）　血管内血栓異物除去用留置カテーテル

①　一般型 130，000円

②　頸動脈用ステント併用型

ア　フィルター型 196，000円

イ　バルーン型 188900円
（以下略）

（※改正箇所下線部）
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○平成22年12月28日　保医発1228第1号（平成23年1月1日適用）

特定保険医療材料の定義（通知）

平成22年3月5日付け保医発0305第8号の（別表）皿の133を以下のように改める。

133　血管内手術用カテーテル

　（1）　血管内手術用カテーテルの機能区分の考え方

　　術式により、経皮的脳血管形成術用カテーテル（2区分）、末梢血管用ステントセット（1区分）、P
　　TAバルーンカテーテル（7区分）、下大静脈留置フィルターセット（1区分）、冠動脈灌流用カテー
　　テル（1区分）、オクリュージョンカテーテル（2区分）、血管内血栓異物除去用留置カテーテル（．旦

　　区分）、血管内異物除去用カテーテル（2区分）、血栓除去用カテーテル（6区分）、塞栓用バルーン

　　　（2区分）、塞栓用コイル（7区分）、汎用型圧測定用プローブ（1区分）、連続心拍出量測定用カテ

　　ーテル（1区分）、静脈弁カッター（2区分）、頸動脈用ステントセット（1区分）及び狭窄部貫通用

　　カテーテル（1区分）の合計40区分に区分する。
　（2）～（7）　　（略）

　（8）　血管内血栓異物除去用留置カテーテル

　　①　定義
　　　　・　　　　　　’　　ア　　誌、　　　　　，・

　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
　　　ヌ　薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具（51）医療用嗜管及び体液誘導管」であって、一般的

　　　　名称が「中心循環系塞栓除去用カテーテル」、　「中心循環系血管処置用チューブ及びカテーテル」

　　　　又は「中心循環系塞栓捕捉用カテーテル　であること。
　　　　　’　　　　　　　　　　　　懲　　　　　　　　　　　　　　　》　　　　　　ア　＿　　　ア　慾　　ア　　　　　　“
　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　、　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　“

　　　　　　　　　　　　　　　　o

　　構造、機能及び使用目的により、一般型（1区分）及び頸動脈用ステント併用型（2区分）の合計

　3区分に区分する。

　ア　一般型

　　　次のいずれにも該当すること。

　　i　血管内の血栓、異物除去又は血栓溶解等を目的として、一時的に血懲内に留置するバスケット

　　　フィルターを持つカテーテルであること。

　　五　（略）

　イ　頸動脈用ステント併用型・フィルター型

　　i～i　（略）
　ウ　頸動脈用ステント併用型・バルーン型

　　i　頸動医用ステント留置手技中に飛散する血栓及び異物の捕捉を目的として、頸動脈用ステント

②機能区分の考え方

③　機能区分の定義

留　術に際し、留置前に病変の遠立部に一時的に留置するバルーンを持つカテーテルと、捕捉し

た血栓及び異物を吸引するための吸引カテーテルを△む付属品の組み合わせであること。

（以下略）

1
1

血管内手術用カテーテル（16）頸動脈用ステントセットと併用するものであること

（※改正箇所下線部等）
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4．血管内手術用カテーテル〔塞栓用コイル（ワイヤー式デタッチャブル型）〕

　　【販売名】A　X　I　UMデタッチャブルコイルシステム（イーヴィースリー株式会社）

　　【保険償還価格】129，000円

　　（製品の概要）

　　　　本品は、頭蓋内動脈瘤の脳血管内塞栓及び、脳動静脈奇形や脳動静脈瘻を含む脳血管病変の塞栓に使用

　　　　される。

　　　　　コイル部分は既存製品と同一であるが、コイルの離脱方法がワイヤーを用いたものであり、新規の構造

　　　を有する。

○平成22年12月28日　厚生労働省告示第426号（平成23年1月1日適用）

材料価格基準（告示）

（別表）

皿 医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料（フ

イルムを除く。）及びその材料価格

133　血管内手術用カテーテル
（1）～（10）　（略）

（11）　塞栓用コイル

①　コイル

ア　標準型 13，200円

イ　機械式デタッチャブル型 61，300円

ウ　電気式デタッチャブル型 133，000円

工　水圧式・ワイヤー式デタッチャブル型 129000円
オ　特殊型 141，000円

②　プツシヤー 18，800円

（以下略）

（※改正箇所下線部）

○平成22年12月28日　保医発1228第1号（平成23年1月1日適用）

特定保険医療材料の定義（通知）

平成22年3月5日付け保医発0305第8号の（別表）Hの133を以下のように改める。

133血管内手術用カテーテル
@（1）～（11）　　（略）

@（12）　塞栓用コイル

@　①～②　（略）

@　③機能区分の定義
@　　ア～ウ　（略）

@　　エ　コイル・水圧式・ワイヤー式デタッチャブル型

@　　　　次のいずれかであること。

⊥＿水圧によりデリバリーチューブから離脱させるコイルであること。

｡　デリバリーチューブ内でコイルを保持しているリリースワイヤーを操作することにより、デリ

　パリーチューブから離脱させるコイルであること。
i以下略）

（※改正箇所下線部）
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5．　①椎体形成用材料セット
　　　　【販売名】K　Y　P　H　O　N　B　K　Pシステム

　　　　　　　　　（メドトロニックソファモアダネック株式会社）

　　　　【保険償還価格】371，000円

②骨セメント（脊椎用（皿））

　【販売名】KY　P　HO　N　B　K　P骨セメントH　V－R

　　　　　　（メドトロニックソファモアダネック株式会社）

　【保険償還価格】1g当たり528円

（製品の概要）

　　本品は、保存的治療では疼痛が改善しない骨粗鬆症による脊椎圧迫骨折を起こした患者において、椎体

　を内固定し、整復する目的で使用する。
　　椎体の内部にバルーンを挿入し、圧力をかけて椎体の圧迫を整復したのち、できた空洞に専用のセメン

　トを注入するものである。

○平成22年12月28日　厚生労働省告示第426号（平成23年1月1日適用）

材料価格基準（告示）

（別表）

II　医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料（フ

イルムを除く。）及びその材料価格

079骨セメント
（1）　頭蓋骨用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1g当たり649円

（2）　人工関節固定用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1g当たり501円

（3）脊椎用（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1g当たり544円
（4）　脊　用（皿）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　当たり528円

：
o

（中略）

：
●

164　体形成用材料セット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　371000円
（以下略）

（※改正箇所下線部）

○平成22年12月28日　保医発1228第1号（平成23年1月1日適用）

材料価格算定の留意事項（通知）

平成22年3月5日付け保医発0305第5号の1の3の（45）を次のように改め、（88）を追加する。

（45）骨セメント

@　ア～イ　　（略）

@　ウ　脊椎用（1）

@　　a～c　　（略）
@　　　　：　　　　　●

@　　　（中略）

@　　　　…

i88）　体形成用オ料セット
@　ア　当該材料を用いた手技に関する所定の研修を終了した医師が使用した場合に限り算定できる

イ　全身麻酔による脊　除圧再建術、血管修復術等の　急事態における対応を行うことができる施設に

おいて使用すること

E　　体形成用材料セットは、1回の手術に対し1セットを限度として算定する
工　当該材料を使用した場合の手技料は、区分番号「K134　　間板摘出術　2　後方摘出術を算定

並　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※改正箇所下線部）
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○平成22年12月28日　保医発1228第1号（平成23年1月1日適用）

材料価格算定の留意事項（通知）

平成22年3月5日付け保医発0305第5号のIVを次のように改める。

告示名 略称

079骨セメント

@（1）頭蓋骨用

@（2）人工関節固定用

@（3）脊　用（1）

@（4）脊　用（皿）

セメント・F11－a

Zメント・F11－b

Zメント・F11－c

Zメント・F11－d
（※改正箇所下線部）

○平成22年12月28日　保医発1228第1号（平成23年1月1日適用）

特定保険医療材料の定義（通知）

平成22年3月5日付け保医発0305第8号の（別表）皿の079を以下のように改め、164を追加する。

079骨セメント
　（1）　（略）

　（2）　機能区分の考え方

　　　使用部位により、頭蓋骨用（1区分）、人工関節固定用（1区分）及び脊椎用（2区分）の合計三区

　　分に区分する。

　（3）　機能区分の定義

　　①～②　　（略）

　　③　脊椎用（1〉

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア　悪性脊椎腫瘍による有痛性椎体骨折一に対する経皮的椎体形成術に使用するもの
　　　　であること。
　　　イ　　（略）

　　　　次のいずれにも該当すること

　　　ア　原発性岳　墜症による　体骨折に対する経皮的　体形成術にのみ使用するものであること

イ　成分が粉末（メタクリル酸メチル重合体等を主成分）と液体（メタクリル酸メチルを主成分）に

よって構成されること

（中略）

　　　麟
　　　次のいずれにも該当すること
　（1）　’事法承認又は認証上、類別が「機械器具（58）整形用機械器具　であって、一般的名称が「単回使

（2）　脊　骨折に対し、骨折　体を形成するために用いるバルーン及びその付属品であること（針、圧力計

つきシリンジ等を△む）

（※改正箇所下線部）
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6．脊椎棘間留置材料
　　【販売名】X－S　T　O　P　P　E　E　K

　　【保険償還価格】223，000円

インプラント（メドトロニックソファモアダネック株式会社）

（製品の概要）

　　本品は、神経性の間欠性跛行を伴う腰部脊柱管狭窄症患者に使用する脊椎用インプラントである。

　　身体を屈曲することにより症状が改善する患者の罹患部棘突起間に本品を留置することによって、罹患

　部を屈曲位に保ち、伸展位を制限することによって症状を緩和する。

○平成22年12月28日　厚生労働省告示第426号（平成23年1月1日適用）

材料価格基準（告示）

（別表）

H　医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料（フ

　ィルムを除く。）及びその材料価格

165　脊　棘間留　材料 223000円

（※改正箇所下線部）

○平成22年12月28日　保医発1228第1号（平成23年1月1日適用）

材料価格算定の留意事項（通知）

平成22年3月5日付け保医発0305第5号の1の3に（89）を追加する。

（89）＿登椎齪L
ア　当該材料を用いた手技に関する所定の研修を終了した医師が使用した場合に限り算定できる。

イ　脊　棘間留置材料は、1回の手術に対し2個を限度として算定する

ウ　当該材料を使用した場合の手技料は、区分番号「K134 間板摘出術　4　経皮的　核摘出術

を算定する
（※改正箇所下線部）

○平成22年12月28日　保医発1228第1号（平成23年1月1日適用）

特定保険医療材料の定義（通知）

平成22年3月5日付け保医発0305第8号の（別表）皿に165を追加する。

麟
次のいずれにも該当すること

（1）　’事法承認又は認証上　類別「機械器具（4）整形用品　であって　一般的名称が「’回使用棘間

（2）　脊柱管狭窄症患者の腰ヒ部痛及び下肢痛緩和のため、棘突起間に留 するものであること

（※改正箇所下線部）
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7．眼科用レーザー手術装置

　　【販売名】

　　　イントラレース　F　S　レーザー（エイエムオー・ジャパン株式会社）

　　【保険償還価格】

　　　本体：次回改定まで既存技術料を準用する。
　　　患者インターフェース：特定保険医療材料としては設定せず、次回改定まで相当する既存技術料を準

　　　　　　　　　　　　　　用し、加算する。

　　（製品の概要）

　　　　本品は、角膜移植におけるドナー・レシピエント双方の角膜の切開及び切除に使用する。超短パルスの

　　　　レーザー光を利用することで、極めて正確な切片の作成が可能となった。

○平成22年12月28日　保医発1228第1号（平成23年1月1日適用）

　診療報酬の算定方法の留意事項（通知）

平成22年3月5日付け保医発0305第1号の別添1を次のように改める。

第2章特掲診療料
　第10部手術　第1節手術料　第4款眼

K259　角膜移植術
　（1）～（2）　（略）

　（3）　眼科用レーザ角膜手術’置により角膜切片を作成し、角膜移植術を行った場合は、区分番号「K

259　角膜移植術及び区分番号「K936－2　自動吻合器加算（1個）の所定点数を併せて算

塾 （※改正箇所下線部）

8．レーザー手術装置

　　【販売名】

　　　E　L　V　e　Sレーザー（株式会社インテグラル）

　　【保険償還価格】

　　　本体：次回改定まで既存技術料を準用する。
　　　キット：特定保険医療材料としては設定せず、キット価格相当分を次回改定まで既存技術料で準用し、加

　　　　　　　算する。

　　（製品の概要）

　　　　本品は、下肢静脈瘤の血管内レーザー治療を目的とするシステムである。レーザー発生装置である本体

　　　　と、レーザーを照射する光ファイバー及びイントロデューサー等の付属品からなる。血管内でレーザーを

　　　照射することにより当該血管を閉塞させ、血流を遮断する。

○平成22年12月28日　保医発1228第1号（平成23年1月1日適用）

診療報酬の算定方法の留意事項（通知）

平成22年3月5日付け保医発0305第1号の別添1を次のように改める。

第2章　特掲診療料

@第10部手術　第1節手術料　第8款心・脈管

@　K617　下肢静脈瘤手術
@　　（1）～（2）

@　　（3）下肢静脈　に対して、ダイオードレーザーを用いて治療を行った場合は、区分番号「K　O　O6

一4　皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術（一連につき）の「4」長径6センチメートル以上の良性又は悪性

皮膚腫瘍及び区分番号「K617　下肢静斥手術の「1」抜去切除術の所定点数を併せて算定す
る。ただし、　定の研修を終了した医師が実施した場合に限り算定し、一側につき1回に限り算

定する。なお、当該手技に半って実施される画像診断及び検査の　用は所定点数に△まれる

（※改正箇所下線部）
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9．機能区分「060固定用内副子（スクリュー）（8）その他のスクリュー②特殊型ア軟骨及び軟部組織用iス
　　ーチャーアンカー型」の材料価格算定の留意事項に関する改正について

【販売名】FasT－Fix　システム

　　　　（スミス・アンド・ネフユーエンドスコピー株式会社）
【保険償還価格】50，000円

（改正の概要）

　　平成22年12月28日付け保医発1228第1号により「機能区分060固定用内副子（スクリュー）（8）その他

　のスクリュー②特殊型ア軟骨及び軟部組織用iスーチャーアンカー型」（該当製品：FasT－Fix　シ
　ステム（スミス・アンド・ネフユーエンドスコピー株式会社））に関する材料価格算定の留意事項が次の

　ように改正された。当該製品については、平成17年10月31日付け保医発第1031001号厚生労働省保険局医

療課長通知「医療機器の保険適用について」により、使用したアンカー1個当たりに50，000円を算定する

　こととされていたが、今回の改正は、従前の算定方法を明確化したものである。（参照：平成22年12月28

　日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「医療機器の保険適用について」の一部訂正について）

○平成22年12月28日　保医発1228第1号（平成23年1月1日適用）

材料価格算定の留意事項（通知）

平成22年3月5日付け保医発0305第5号の1の3に（38－2）を追加する。

（38－2）＿固一＿
その他のスクリュー・特殊型・軟且及び軟部組　用・スーチャーアンカー型については　1　品

に複’のスーチャーアンカーを△む場合　使用したスーチャーアンカー毎に算定できる

（※改正箇所下線部）

（日本医師会保険医療課）
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